
5

保険料や保険税の
　　支払方法が選択できます

　　　
国
民
健
康
保
険
税
を
年
金
天
引
き
で
支

払
っ
て
い
る
人
で
、
口
座
振
替
で
の
支
払

い
を
希
望
す
る
人
は
、
届
け
出
に
よ
り
年

金
天
引
き
を
中
止
し
、
口
座
振
替
に
よ
る

支
払
い
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
保
険
税
の
納
付
状
況
な
ど
か

ら
、
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　●
申
請
方
法
　

　
振
替
を
希
望
す
る
口
座
の
預
金
通
帳
と

お
届
け
印
を
持
参
の
上
、
税
務
課
市
民
税

係
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　　　
長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
の
支
払
い
を

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
変
更
で
き

る
人
は
、
以
前
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
た
人
や
、
世
帯
主
・
配
偶
者
が
、
本

人
に
代
わ
っ
て
口
座
振
替
で
支
払
う
場
合

な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
し

た
要
件
が
な
く
な
り
ま
す
。

　
年
金
天
引
き
で
は
な
く
、
口
座
振
替
で

の
支
払
い
を
希
望
す
る
人
や
、
本
人
以
外

が
、保
険
料
を
支
払
う
こ
と
で
、社
会
保
険

料
の
控
除（
下
記
参
照
）の
適
用
を
受
け
た

い
人
は
申
請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
な
ど

か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
が
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
申
請
方
法
　

①
振
替
を
希
望
す
る
口
座
の
預
金
通
帳

②
通
帳
の
お
届
け
印

③
長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
証

を
持
参
の
上
、
市
民
課
高
齢
者
医
療
係
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
①
と
②
は
保
険
料
を
支
払
う
人（
本
人
・

配
偶
者
・
子
ど
も
な
ど
）
の
通
帳
と
印
鑑
、

③
は
年
金
天
引
き
を
中
止
し
た
い
人
の
被

保
険
者
証

●
申
請
期
限

　
１
月
30
日

ま
で
に
申
請
す
る
と
、
年

金
天
引
き
は
４
月
分
か
ら
中
止
さ
れ
、
７

月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
９
回
、
口
座
振
替

で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

※
右
記
期
限
経
過
後
に
申
請
し
た
場
合
、

６
月
分
以
降
の
年
金
天
引
き
が
中
止
と
な

り
ま
す
。

※
現
在
年
金
天
引
き
の
人
と
４
月
か
ら
年

金
天
引
き
が
始
ま
る
予
定
の
人
に
は
、
１

月
中
旬
に
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
よ
り
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
市
民
課
高
齢
者
医
療
係
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●
申
請
期
限

　
１
月
30
日

ま
で
に
申
請
す
る
と
、
年

金
か
ら
の
天
引
き
は
４
月
分
か
ら
中
止
さ

れ
、
６
月
か
ら
口
座
振
替
で
の
支
払
い
と

な
り
ま
す
。

◎
問
合
せ
　
税
務
課
市
民
税
係
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国
民
健
康
保
険
税
を

   

年
金
か
ら
お
支
払
い
の
皆
さ
ん
へ

●
納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ
り
保
険
料
や

保
険
税
を
支
払
う
場
合
、
支
払
っ
た
人
に

社
会
保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
や
保
険
税
が
年
金
天
引
き
の

場
合
、年
金
天
引
き
さ
れ
た
人
に
、所
得

税
や
市
県
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

所
得
税
や
市
県
民
税
の

　  

社
会
保
険
料
の
控
除
に
つ
い
て

　
誰
が
保
険
料
や
保
険
税
の
支
払
い
を

す
る
か
に
よ
り
、
所
得
税
や
市
県
民
税

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
者
は
変
わ

り
ま
す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

長寿医療（後期高齢者医療）制度加入者の皆さん
国民健康保険税を年金からお支払いになっている皆さん

長
寿
医
療

（
後
期
高
齢
者
医
療
）
制
度

　
　
　
　
　
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ


